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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人日本

非破壊検査協会（JSNDI）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，工業標準原案を具して日本工業規

格を改正すべきとの申出があり，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本工業規

格である。これによって，JIS Z 2343-2:2009 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 

JIS Z 2343 の規格群には，次に示す部編成がある。 

JIS Z 2343-1 第 1 部：一般通則：浸透探傷試験方法及び浸透指示模様の分類 

JIS Z 2343-2 第 2 部：浸透探傷剤の試験 

JIS Z 2343-3 第 3 部：対比試験片 

JIS Z 2343-4 第 4 部：装置 

JIS Z 2343-5 第 5 部：50 ℃を超える温度での浸透探傷試験 

JIS Z 2343-6 第 6 部：10 ℃より低い温度での浸透探傷試験 
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序文 

この規格は，2013 年に第 3 版として発行された ISO 3452-2 を基に，技術的内容及び構成を変更するこ

となく作成した日本工業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

警告 この規格で要求される浸透探傷剤の中には，有害物質，可燃性物質及び／又は揮発性の化学物

質を含むことがある。この観点から必要とする全ての対策を実施しなければならない。 

健康，安全及び環境についての要求事項に関係のある全ての規制などを守らなければならな

い。 

 

1 適用範囲 

この規格は，JIS Z 2343-1 に規定する浸透探傷試験に使用する浸透探傷剤（以下，探傷剤という。）に対

する形式試験及びロット試験についての技術的要求事項及び試験手順について規定する。この規格は

10 ℃～50 ℃の温度範囲について適用する。JIS Z 2343-5 及び JIS Z 2343-6 の追加試験は，この温度範囲

外について規定している。 

現場における探傷剤の管理試験の適用及びその方法は，JIS Z 2343-1 に詳述されている。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 

ISO 3452-2:2013，Non-destructive testing－Penetrant testing－Part 2: Testing of penetrant materials

（IDT） 

なお，対応の程度を表す記号“IDT”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“一致している”こ

とを示す。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS G 0415 鋼及び鋼製品－検査文書 

注記 対応国際規格：ISO 10474，Steel and steel products－Inspection documents（MOD） 

JIS Q 9001 品質マネジメントシステム－要求事項 

注記 対応国際規格：ISO 9001，Quality management systems－Requirements（IDT） 

JIS Q 17025 試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項 


